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　国民年金制度は20歳から60歳までの長期にわたり、加入していただく制度であるため、一時的に経済的理由で保
険料が納付できない場合、保険料の免除（一部免除）または納付猶予、納付特例される制度があります。
　今年度に限り、下記のとおり国民年金保険料の免除（一部免除）及び納付猶予、納付特例について、申請期間が
平成18年10月まで延長されました。
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※各免除制度には、所得審査があります。詳しくは役場住民課戸籍年金係・社会保険事務所までお問い合わせく
ださい。尚、次回「年金あれこれ」で免除後の年金受給額と免除の対象になる所得のめやすについてお知らせし
ます。
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『全額・半額免除及び若年者納付猶予』
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『学生納付特例』
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　「消さないで　あなたの
心の　注意の火」を合言葉
に平成18年全道秋の火災予
防運動が10月15日から10月
31日までの17日間、全道で
展開されます。この運動の
目的は、火災の発生しやす
い気候となる時期に火災の
発生を防止し、子供や高齢
者を中心とする死者の発生
を減少させ、財産の損失を

防ぐことです。
　予防運動期間中の10月16日には和寒町消防団員によ
る一般家庭防火広報、事業所の防火査察、消防車によ
る全町広報、幼年防火クラブ員による「防火の集い」
など様々な行事が予定されていますので、皆さまのご
協力をお願いします。
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　９月１日、士別市給
食センターから配送方
式により学校給食が始
まりました。初日は和
寒小学校給食玄関前で
伊藤町長、山口児童会
長らによるテープカッ
トを行いました。

　その後各教室では初
めての給食当番に慣れ
ない手つきで配膳し初
めての給食を味わいま
した。児童らは「とて
もおいしい」とほおば
り、みそ汁をおかわり
しようと長い列ができ
ました。
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【資格】18歳以上27歳未満の男・女　　　【内容】２等陸・海・空士、曹候補士ほか各種目
【時間】８：００～１７：００　　　　　【休日】週休２日制（年次休暇及び特別休暇等）
【給与】１５７，５００円（高校新卒者基準）
【待遇】ボーナス：年4.46 ヶ月（約70万円）食費：住居費：無料
【応募】履歴書不要（電話連絡により広報官が対応いたします。）

◇問い合わせ先　＊自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所
　　　　　　　　　　　（名寄市西１条南９丁目）�01654-2-3921
　　　　　　　　＊和寒町役場総務課　　　　　　�0165-32-2421
◇志願票は、和寒町役場総務課にも用意してあります。
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